
福岡県環境保全型農業直接支払交付金 事務取扱要領 

 

第１ 目的  

  この要領は、本県における環境保全型農業直接支払交付金の事務の取り扱い

について、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱（令和４年４月１日付け

３農産第 3817 号）（以下、「環境交付等要綱」という。）、環境保全型農業直接支

払交付金実施要領（平成 23 年４月１日付け 22 生産第 10954 号）（以下、「環境

実施要領」という。）、日本型直接支払推進交付金交付等要綱（令和４年４月１

日付け３農振第 3021 号）（以下、「日本型交付等要綱」という。）、日本型直接支

払推進交付金実施要領（平成 28 年 4 月 1 日付け 27 生産第 2855 号・27 農振第  

2219 号農林水産省生産局長、農村振興局長連名通知）（以下、「日本型実施要領」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。  

 

第２ 用語  

 ふくおかエコ農産物認証  

「特別栽培農産物に係るガイドライン（平成４年 10月１日付け４食流第 3889 

号総合食料局長、生産局長、消費・安全局長通知）」に基づく都道府県の特別栽  

培農産物認証であるふくおかエコ農産物認証制度により認証を受けたものをい  

う。  

 

第３ 対象者  

 支援の対象者は、環境実施要領第１を満たすものであって、暴力団、暴力団

員が役員となっている団体、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体を

除くものとする。  

 

第４ 対象活動（効果の発現が確実に期待できる播種量等）  

 環境実施要領第４の１の（２）のアに定める効果の発現が確実に期待できる

播種量については、標準播種量の記載された種子のカタログ等で確認すること

とする。  
   

第５ 実施状況の報告  

 農業者団体等は、対象活動及び推進活動の取組終了後速やかに環境実施要領  

第８の４の（１）に定めるもののほか、知事が定める下記の資料を実施状況報  

告書（環境実施要領様式第７号）に添付して、市町村長に提出することとする。  

なお、ふくおかエコ農産物認証を取得している農業者団体等は、ふくおかエ  

コ農産物栽培実績書を添付することで、下記（１）、（２）の資料に代えること

ができるものとする。  

（１）５割低減の取組に使用した肥料のうち、化学肥料由来の窒素成分を含む  

肥料については、化学肥料由来の窒素成分量がわかる資料（有機態窒素  

含有率が明記されたパンフレット又は肥料成分表（肥料袋の保証票等）  

の写し等）  

（２）５割低減の取組に使用した農薬に化学合成農薬としてカウントしない成

分が含まれる場合は、当該成分がわかる資料  

なお、これらの資料が添付されない場合は、知事は第６の確認において、



普通肥料は窒素成分含有率で、農薬は成分回数で確認を行うことができ

ることとする。  

         

第６ 実施状況の確認  

１ 市町村長は、技術的な観点に基づく実施状況の確認を県に要請する場合は、

別記様式第１号をもって管轄の農林事務所を経由して知事へ提出するものと

する。  

  なお、提出時に添付する書類は実施状況報告書（環境実施要領様式第７号）

及び第５に定める資料とする。  

２ 知事は、１により実施状況についての確認を行った場合、別記様式第２号

により市町村長へ確認結果を通知するものとする。  

 

第７ 抽出検査の実施  

１ 知事は、九州農政局と連携し、毎年度、農業者団体等の中から抽出し、必

要に応じて現地に赴き、証拠書類などについて検査を行うものとする。  

２ 知事は、１の検査を行った場合、別記様式第３号により抽出検査の結果を

市町村長へ通知するものとする。  

  

第８ 実績報告 

市町村長は、毎年度、日本型交付等要綱第 17 の６に基づく事業の実績報告を

翌年度の５月 15 日までに県知事に提出するものとする。 

 

 

 

  附 則 この要領は、平成２３年７月２０日から施行する。  

  附 則 この要領は、平成２５年６月１２日から施行する。  

  附 則 この要領は、平成２６年６月１９日から施行する。  

  附 則 この要領は、平成２８年１月７日から施行する。  

附 則 この要領は、平成３０年５月１０日から施行する。  

附 則  

１ この要領は、平成３１年４月１２日から施行する。  

２ この要領による改正前の要領に基づき播種されたカバークロップの取

組におけるレンゲの播種量については、なお従前の例による。  

  附 則 この要領は、令和２年４月３０日から施行する。  

  附 則 この要領は、令和３年３月３１日から施行する。  

  附 則 この要領は、令和４年１０月２８日から施行する。  

  附 則 この要領は、令和６年１０月１７日から施行する。  

  附 則 この要領は、令和７年１０月２４日から施行する。  



（別記様式第１号）

番　　　　　　　号

年　　　月　　　日

　福岡県知事　殿

                                        　　　       ○○市町村長　　

環境保全型農業直接支払交付金に係る実施状況確認依頼書

　環境保全型農業直接支払交付金実施要領（平成23年４月１日付け22生産第10954号生産
局長通知）の第８の５の（１）のイに基づき下記について技術的な観点から確認願いま
す。

記

１．環境保全型農業直接支払交付金に係る実施状況確認依頼内容（別紙）



(別紙)

環境保全型農業直接支払交付金に係る実施状況確認依頼内容

組織名又は氏名 確認内容 備考



（別記様式第２号）

番　　　　　　　号

年　　　月　　　日

　○○市町村長 殿

                                        　　　               　　福岡県知事　　　　 

記

１．環境保全型農業直接支払交付金に係る実施状況確認結果（別紙）

　環境保全型農業直接支払交付金実施要領（平成23年４月１日付け22生産第10954号生産
局長通知）の第８の５の（１）のイに基づき、依頼のあったことについて下記関係書類
を添えて通知します。

環境保全型農業直接支払交付金に係る実施状況確認書



(別紙）

環境保全型農業直接支払交付金に係る実施状況確認結果

組織名又は氏名 確認結果 備考確認内容



（別記様式第３号）

番　　　　　　　号

年　　　月　　　日

　○○市町村長 殿

                                        　　　            福岡県知事　　   　 

環境保全型農業直接支払交付金に係る抽出検査結果報告書

　環境保全型農業直接支払交付金実施要領（平成23年４月１日付け22生産第10954号生産
局長通知）の第８の７の（２）に基づき、抽出検査を行った結果について下記関係書類
を添えて通知します。

記

１．環境保全型農業直接支払交付金に係る抽出検査結果（別紙）



(別紙）

環境保全型農業直接支払交付金に係る抽出検査結果

組織名又は氏名 確認結果 備考


